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令和６年能登半島地震

 2024年1月1日16時10分発災

 石川県珠洲市を震源とする、マグニチュード 7.6、
最大震度 7（羽咋郡志賀町）の巨大地震。

 発災数分後に津波が到来。当初波高は 0.5〜1.2ｍ
と予想されたが一部地域では 4ｍを超えていた。
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被災現場での医療支援に
DMAT (災害派遣医療チーム)として参加

 埼玉医大病院隊は珠洲市役所で診療を行うととも
に避難所の巡回、高齢者搬送を担当。

 市役所職員と発災直後から急性期における行政の
対応について意見交換を行った。

 以下、その意見を参考に災害時の医療における行
政の役割についてのべる。



珠洲市では；
地震・津波の被害＋雪と寒さの中で

多くの被災者に対応



浮き上がったマンホール

建物に続く地割れ 倒壊した家屋と傾いた電柱

倒壊した寺院

地震の被害



右上 建物被害

右下 乗り上げた自動車

左下 転覆した船

津波の被害



見附島（軍艦島）の変貌

地震前 地震後



行政に求められる初期対応

 指揮統制体制 (Command and cotrol) の確立
 対策本部設置、職員招集
 通信手段の確保

• 電話、インターネット、衛星電話、災害電話

 関係団体要員の招集と対策会議開催
 消防、警察、医療機関、自衛隊（県知事から出動要請）

 情報収集
 交通事情、道路状況
 インフラの被害状況 (電気、ガス、上下水道)
 住宅、建物の被害状況
 被災者数 (死者・負傷者数)、災害弱者の状況

 避難所、福祉避難所の準備



初期情報
珠洲市役所発災当日



発災２日目の被災情報

 電気、上下水道などインフラに関する情報なし。

 被災者数の情報のみで高齢者・障害者など要支援者、
災害弱者に関する情報なし。

 不足物資の種類のみで不足量の情報なし。



発災当日の珠洲市役所の状況

 被災者の重症度、被災状況などは不明。

 通信手段ほとんどなし。固定電話は不通。スマ
ホは輻湊、LINEは送信できても5時間後。

 衛星電話が使用可能。

 119、110にはつながらず。

 市民による現場からの通報は不正確。



被害状況把握のための情報収集

 2日後に自衛隊から情報提供。

 2〜3日後に緊急消防援助隊から情報提供。

 警察とは連絡つかず。

 無事であった消防署とは数日後に連絡がつく。

 自主防災組織（防災士）とは連絡つかず。

 自治会長は被災し連絡つかず。



医療支援体制の確立

 迅速ではなかったがDMATなど医療支援組織との連
携は早期に行うことができた。（2023年5月5日の
震度6強地震の経験が生きた）

 発災当初、珠洲市役所では珠洲総合病院が医療支援
の中核（医療活動拠点本部）だと誤解していた。

 珠洲市保健医療福祉調整本部（珠洲市健康増進セン
ター）が医療活動拠点本部となった。

 活動拠点本部はDMAT・日赤・自衛隊など支援隊の
参集拠点ともなり、あらゆる医療情報が集まった。



珠洲市に参集した医療支援隊

 DMAT (Disaster Medical Assistance Team: 災害派遣
医療チーム）

 日本赤十字救護班

 DPAT (Disaster Psychiatric Assistance Team: 災害派
遣精神医療チーム)

 陸上自衛隊

 薬剤師会

 HuMA (Humanitarian Medical Assistance: 災害人道
医療支援会)

 DHEAT (Disaster Health Emergency Assistance 
Team:  災害時健康危機管理支援チーム)

 Peace winds Japan

 JMAT、 AMATはいずれも珠洲市には未着であった



支援隊による医療支援

 病院診療支援（患者移送を含む）

 救護所設営、応急診療（瓦礫の下の医療を含む）

 SCU設営と患者の域外後方搬送

 避難所や老健の被災状況調査と必要な支援や物資
の調査および巡回診療

 被災者の感染管理

 被災者の搬送（病院、二次避難所）



自衛隊員、他院DMATと

現地の医療活動拠点本部



行政が主導すべき
直接の医療支援以外の業務

 災害対策本部の立ち上げと災害に関する情報収集

 県庁、上級官庁との連絡確保

 消防、警察、自衛隊などとの連絡調整

 人的・物的被害状況の把握
 倒壊家屋への閉じ込めなどは緊急性が高い）

 避難所、二次避難所（福祉避難所）の設営
 ベッド・毛布など寝具、冷暖房用品の支給
 食料、飲料水、衛生用品、生活用品、介護用品の支給
 トイレの設置

 重症者の後方搬送、二次避難場所の確保と搬送



行政が主導すべき
直接の医療支援以外の業務（続き）

 インフラ復旧
 電力、ガス、上下水道（下水の損傷が問題）
 道路の地割れの応急処置、信号機修理（交通路確保）

 住民、支援隊への危険情報提供
 気象情報、余震・津波情報、道路の通行止め情報
 家屋の応急危険度判定（赤・黃・緑の張り紙）

 支援物資の仕分けと適正な配分

 罹災証明書発行

 ボランティアへの対応

 仮設住宅建設 等々



トイレが使えないと水分摂取を制限して

脱水症や膀胱炎の患者が増える。



判定ステッカー
（赤色）

安全判定ステッカーの貼られた倒壊家屋

判定ステッカー
（黃色）



災害弱者への対応
小児、高齢者・妊婦・障害者・外国人・旅行者

 健常者による身体介護を要する

 情報へのアクセス困難・状況を理解できない
⇒ 防災行政無線 （屋外スピーカー）は災害弱者でない
日本人でもかなり聞きづらい

 日本語がわからず多言語での発信を要する

 視覚障害、聴覚障害などは特殊な通訳が必要

⇒ 二次避難所（福祉避難所）の早期設置が大きな
課題となる



その他にもこんなことが必要

 できるだけ早く未来の見通し（良い場合も悪い
場合も）を被災者に示す。

⇒ 期限を示すことで被災者に「それまで頑張ろう」と
思う勇気を与えることができる。

 災害関連死の可及的予防。困難な生活への絶望
による自殺の予防。

 被災地域の防犯、二次災害予防。例：倒壊家屋
からの家財窃盗、通電火災



珠洲市役所職員から
埼玉県の皆さんへのメッセージ

「災害は100%想定外」

 災害対応は訓練通りにはゆかない。想定外の
事態に臨機応変の対応をすること。

 物資配給や電力復旧なども想定通りにはなら
ない。飲料水とアルファ米を支給できたのは
発災2日目であった。



まとめ

 速やかに本部を立ち上げて指揮・管理体制を確立
し、消防、警察など関係団体と連携をとる。

 情報収集が重要だが発災初期に集まる被災情報は
不正確で不十分である。

 数多くの支援団体が集まるため災害の時期に応じ
た対応を行う。

 行政の役割は極めて多岐にわたるが、発災初期か
ら災害弱者への配慮を忘れない。

 「100%想定外」と考え臨機応変に対応。



ご清聴ありがとうございました


